
平常時

⚫入所者と職員に必要性や有効性、副反応について十分説明し
たうえでワクチン接種が受けられるよう配慮する

⚫入所者や面会者で咳をしている人にはマスクを着用してもら
い、咳エチケットを守ってもらう

⚫休養・バランスの良い食事とこまめな水分補給

予防

疑うべき症状と判断のポイント

□ 急な発熱・悪寒
□ 全身症状（頭痛、腰痛、筋肉痛、全身倦怠感等）
□ 鼻汁、咽頭痛、咳等の呼吸器症状
□ 腹痛、嘔吐、下痢等の消化器症状を伴う場合もある

感染疑い～発症

⚫感染の疑いのある者、ケアを行う職員はマスクを着用

⚫早めに医師の診察を受ける

⚫感染が認められた場合、職員・関係者に連絡

⚫個室対応（または同じ症状の人を同室で対応する）

対応の方針

インフルエンザ対策



施設の管理者は、以下の施設の実施状況について定期的に確認しましょう

インフルエンザ対策｜チェックリスト

□ 入所者の健康状態の把握

入所者の定期的なバイタルチェックにより、常に健康状態を把握す
るとともに、顔色や表情、食欲の変化等の日常の違いに気付くよう
にしましょう

□ 入所者へのワクチン接種

予防接種の意義、有効性、副反応の可能性等を十分に説明して
同意を得た上で、積極的に予防接種の機会を提供するとともに、
接種を希望する者には円滑に接種がなされる様に配慮しましょう

□ 施設に出入りする人の把握と対応

インフルエンザの流行期においては、施設の玄関に掲示を
行ったり家族等にはあらかじめ説明を行ったりする等、
面会者に対して理解を求めるための説明を行いましょう

□ 施設職員へのワクチン接種と健康管理

施設職員に対して、予防接種の意義・有効性と副反応の可能性等を
十分に説明して同意を得た上で、積極的に予防接種の機会を提供す
るとともに、接種を希望する者には円滑に接種がなされる様に配慮
しましょう

□ 施設の衛生の確保、換気の徹底

施設の衛生の確保に加え、こまめな換気はしっかり行いましょう

参考：厚生労働省 インフルエンザ施設内感染予防の手引き
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf

ウイルスの施設内への持ち込み防止のためのチェックポイント

以下の取り組みを行っていますか


